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rさ旧学全雑誌丄67巻16号 （1974年10月)

では，.かか'る傾向を有するとい.うことはいかなる意 

義を有することになるのであるうカ^

まず第一に, 独 iS資本間の鏡f トによもきわめて急速 

な生廣拡大は，赴占自体が巨大な生産設備を基礎には： 

じめで成立ずる以Jji',きわめで巨大な生ま力め発展を 

一面ではもたらすという-ことである。と れ r燒争J 

といb資本主義め唯-の起動力が独占的規模で再現さ 

れるととを意味するからて，ある。しかし, との『競争」 

は，競争市場とは本質的を異なる独占の支配のナこめ 

競争であるかぎり，独占の市場分割の完成という時間 

的制限性の下でのみ機能するに•すぎなも、ということで 

ある。それゆえ, 、独占段階でのr内的発展め起動力J 

は時間的制約制をもつという点がいえるのである。，L  

し, この意義を過少評価し*■?：はならな、でもるう。 

というのほ, 歷史的にみれぱ, イギ，ジスを中心する 

1873年からの大ボ況Jという産業資本主義段階から独 

占資本主義段階への行期に位置するきわめて長期の 

停滞傾向を独占とI 、̂かたちで打ち破り， 世紀転換期 

の発展と、、うや経済的に•解決し:/■こという事卖が横た 

わっているからである。 ■ ,

第二に，独占資本主義の完成助にはもはやかのr躁 

占的饒争J による *■内的発展め起動力J は基本的に喪 

失し独占資本主義は長期的な停滞イヒ傾向が内的には 

必至となる《 ことセは恐慌?、らめ回復を主導する内的 

要因は基本的K；喪失し,独占資本主義は恒常的な過她 

資本と大量の過剩人ロをかかえた死相に艇化すること 

になる。 ■ ，

， C n ) :

では, かかる傾向として独£ 資本主義が分析される 

意義は何にあるのであろうか。とこでは国家独占資本 

主義の成5：0 こ関連して若干の問題点を指摘しで,今後 

の研究課題を確定したい， ,

問題の所在のところで指摘しだようf , 大内氏の国 

独資把握の特質は，まさに全般的危機を政治危機とし 

て」面化し恐慌の形態変化（広く，深く，長い）は形態 

変化をしても， r自動回復力」を有する恐慌i して位 

置づける点にあった。しかし，以上の検討からは独占 

資本主義の支配的体制の糖立した状況ではr内的な発 

l i の起動力J が基本が0に喪失し，^自動回猿カ」は墓本 

的に喪失されるととが明らかでる以上，大氏のよ

うに, 危機= 経翁的危機力;独占資本主義体制そのもの- ’ 

から内在的に発生する一時的危まとして'"Cなく , 恒常 

的危機として展開しうる1つり根拠が存在すもことを 

意 時 •る。しかし問題ゆなお残る。/というめは, 第*- 

に国内体制と!;̂ てのす内的H 展© 起動力J が基本的に. 

喪失されたとしても, 世界体制として0 堯族の起動力 

が喪失されたかどうかが間られなければなもないから. 

である。第 に .，国独資体制の確立期力♦、直接 

年恐慌を契機と:した過程として把握される以上, 1920 

年代のアメ、)力の繁栄をいか把握す.べきかといさ間. 

題である。# 三に，’第二次大戦後における《西独」ほ 

本J 等々の急速な発展の間題をいかに把德するかとい- 

う点で ある。 ' ■

第一の間題の墓本的解答は， シ. 『帝国主義;！！

の 結 論 と し て の ■ 主義戦争J によゥて塞本的には、 

与えられよう。す わ ち , 国内体制とし't の過剰が資 

本輸出を媒介項とすることによって帝国主義的海外政 

策による植民地再分割戦争を必至とするということで 

基本的には与えられるとと^ なるやあろう。

第::!め間題は, 基本的には世界資本主義のf ドィツ 

帝国主義J .をホ心とするヨ ーロッパ世界と「；7 义リ力、 

帝国生-義J の腹史的な差異め問題とし't；臉ぜられるべ. 

きものと思わiL る。それゆえ，この問題は第-^次世界 

木戦で終局をみた独£ 資本主義体制め3 1- ロクバ世界 

: 力、らアメリカ世界への変換の問題として論ぜられなけ 

れぱならないと考えられを ‘
察さめ曲題は，戦後のアメリカ保制の中'"Cの 1つの' 

大きな問題とし'"C考えられる必要がある。戦後の西独. 

や }3本の高成果はそれ以前の時期r おける問題とは逢 

い, アメリカ体制そ<6もめを-変換させてゆくという资 

本主義自体の国内編成.世界編成をうながす起動力は 

有していず，プメリ力体制の枠め.なかでの才盾め激化.. 

を促進する喪因であるという点で前の2 つの時期はど： 

の大きな意義は有さないと考えることができよう/

‘ 1；]1上，若千の間磁を提出'してみたが，これをみても 

明らかなようK , 国家独占資本主義は単なる傳寒の経 

済的l i 能や© 家政策の問題とi/ t!でほなく ★独占資本 

主義の国内編成と世•界編成の重工業を生産力段階とす’ 

る基軸力、らの★ きな根本的な国内と世界縮k o 間趣と 

して考えられなけれぱならないめセはめ;V、ださうか。

(法政* 学経済学部助教ゆ，

経 営 代 行 制 度 の ー 検 計

小 ‘池 賢 . 治

第 1 節 経 営 代 行 制 度 の 生 成 ハ

', -. '.. . . *

( 1 ) .代行制度の湖源

本稿はインド資本主まのr枢 軸 (Pivot) J とされる 

:経営代行制度の生成, 整展，変質のプロセスを紘績資 

本の養積過棒のなかで歷史的論理的に把握しようとす 

る一つの試みでもる’。 .

経営代行制度とは産業資本のW資者で' f c り，:事実上 

.の機能充用者でもある個人または集団が, 享m会社 

とは別途に経営代行組織なるものを設け，この組織を 

通じて出来高手数料を報償として会社を経営する仕組 

であって, 問題は彼，が会社経営に•直接参画せず,ち 

えて，経営代行担織を設け,代行人の資格で迁回的に 

:経営参加する点にあるP「会社ヲ組機ルノ順序ハ有力 

者之ヲ首唱シ自ラ其株式ノ多分ヲ引受夕ルコト他国ト 

.其例ヲ同クスト雖, 首P昌者遂ニ会社主管ノ.位置ヲ占メ ： 

終始会社ノ享務ヲ担任スルニ至J り,「他ニ類例ナキノ 

報酬ヲ享クルJ 仕組みは<■稍々殊特ノ事相_ )であった。

R. S .ルンダクは, この制度の淵源をI 9世紀初頭，

ま国人の大規模なパートナーシッフ，で後に.「代 结 - 

商会J と総称された企業休が，宵，業多角化の一環とし 

て保險会社業孩を起業した擦，との代行制度を導入I； 

たも© で/ ネれ以前, 炎>るいは保険以外の業種にその

起源をもっものではないと指摘す(ぎ6 単なを輸出入業
     __

務に止まらず回灌業, 農園, 金融業，プP - 力^を兼 

営し，18世紀末までに内陸，沿岸貧易を独占するまで 

に勢力を伸長させていた大手代理商会は、,保险業務の 

企業化に際し, これを®:営せずに，次のような独特の 

起業，，择営様式をとったりである。 f■生命保除会社を 

開設する手法は倚単なものであゥた。ネ手代理商会の 

上級パートナーが実!^界の主立った闻々を自宅に招き， 

計敏を討譲し，同意が得られれぱ彼等はこれらの面々 

がM p iK織役となる一号社を設☆:した。こふ4 社ふ 

営はこの評画を提案した会に委鎮されたJ (傍点はジI 

用:者，以卞断りな'<、服り同じ）。 ルングタによれぱ， 入 

手可能な最古の事例ほ, 1809年に設立された 'Third 

Laudable Society’ が，，その[秘ま ‘ 財務役.j (secretaries 

& treasurers)を,’ その起寒者であり取餘役の"^人で，あ 

ったy レキサンダニ氏の代BB商会とみられるrァ V キ 

サソダ'一商会J .に委託した例で，ますこ, 1SM年に設*  

された ''‘Union S o c ityでは， Mackintosh, Fulton & 
McClintockゼ、、,秘書 . 財務役よりさらに大幅な代行 

権限をもっ•■代行人J (agents)の資格で,経営お委 

され, 保険掛金の3 % # 数料を受I lH 'る契約を結んだ

の で っ すこ(いずれもカルカツタ）；>. ,

資本力, ，経営力, 組織力において優れた大手商会が, 

何故, 直営によらず代行制による释赏形態を選好した■ 

のであろうか, ルンダクはr商会が非常に少額の報酬 

で, すこ、、した迫加的链め支出もなく，設立i侍点から.

196(1012)
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注（1〉.，佐藍M 樹, 川邮利兵衛，他 『印度掠産及助綴業事情報告書J (1889—年) * 被 頁 。’ ただ .し， f波沢染伝記資料 J 第 

十卷所収，弓Ufl貝数は後者のもの，以下マ佐野報告書J と略記。 ■ .
(2 ) R.S.Runffta, *The, Rise of Business Corporations in India 1851-1900/ 1970»p. 21.
(3 ) Ibid.iP.225.
(4 ) Ibid., w>‘ 21〜22. ' „
(5 ) Ibid,, p. 223.
■■(6) Ibid., pp. 224~  225. '
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保険会社を連営することができたJ ためとるが，説 

得カに欠^^る。直営方式の方力順らかに迫加的費用は 

軽減されるぱかりか，商会の目fほは，そもそも•■非常 

に少額の報酬J にもったのではないからである。

代行制は，直営方式よりもよウ少ない危險：̂担で安 

定的な収益を保SEするような何等かの経済的メカュズ 

ムを内蔵させていたにちがいないのである6

P. S . ロカナタンにはじまる一連の代行制5ff究史も 

代行制の機能を分析してはきたが，fcえて代行制によ 

る迁回的経営形態をとる経を的理出を何等解明しては 

いない。ルングタは代行制のr原型丄を明らかにした 

が，代行制の生まれた底史的背景と•論理的必然性を示 

しえなかった保険会社の代行制度が銀行および保険 

全社等の代理店，支店業務の手数料請資がら派生した 

ものかどうかも不明瞭のまま残されて>る。し力、しyi 

がら, 遅くとも1S14年頃までに大手代理商会が,保險 

会社を起業し，との会社と経霄代行契約を結び,手数 

料を報償として経営を代行する独特な会;経営方式が 

生まれていたのである。

' 他方，ボンベイの保険会社の場合にも「19世 の 前  

半中に英国の保険会社はボンペイに代理店を設立し， 

少数の現地会社も設* され，1851年までに25会社が存 

在した。；..…一例を除いてこれら保険会社はいずれも

k シムふ© 丧 參 i ま'書役 A ナ̂ ri:代台A i  L x C ^

た」。 ' ■
‘これらの商会は,.いずれもRemington, Leckieのリ日 

四大特権的商会」および，Ritchie, Ewart, G rey等， 

rボンベイ商業会議所j の初代会員でっだ大手 '^', 

このちつの商^が25会社のうち18社の代行人または 

役として経営を独占的に代行していた。彼等は振 

ミ菜務においても,'英本国の保険会社のボンベイ代理 

店業務を軸としてカル力ッタ，極まに本店をもつ他の 

保險会社と支店代理業热契約を相互に結ぴ合いながら 

独占的地歩を築い't いった》

商会がボンペイに保険会社を起業する際,.おそらぺ

はカル力タタと同じ方法，つまり直営せず代行制度tと 

依拠したことは, m ’ま‘まちがぃなぃと思われるのでも-

る。 . ’ . ,
1830年代の東インド全社の対中国貧易独占権撤淹と 

商業 • 金融恐慌は, 旧特権的賀為資本© 後退と新★自 

由貿易商人達め族生をもたらし, 彼等は,英国産寒資 

本の商品取扱V、業を軸として現地政府,本国商業会譲 

所と密接な連絡をとりながら，一次産品の開発と輸出 

事業にも進出した， r詳細のわかるいくつかのケース 

を換討すると，代迪商全は, これらの新しぃ事！̂会社- 

についても経営代行権を保持していた J のセあった。
- V , -...- . - :..

(2) 妨緣資本と代行制度

経常代行制度ぽボンベイ最初の綿業会社から導入さ 

れ， 「ボンベみ線織会社_ !と代行人C. N ‘ダーンしと 

の間で嫌結された「契約書J にもとづく経営代行は,

インド綿業会社における代行制度の「原型J となるも 

めやもった。これは, ♦ 日入手できるはとんと*唯一̂の， 

であること力、らも, 詳细こ検討すも必票がある。

C. N .ダブバーは典型的パーシー商人として金融， 

棉花で# 財を重ね, 1S54年 に rボンベイ叙j績会社J を- 

設よし，この会社と彼個人との間に, この「契約書」、 

を綺結し代行人となっナこ。

資本金50万ルピーは1株 5, 000ル.ピー, 100株に分 

割され, 株主はボン■ベイ:市の大手11̂人56名で，中心的. 

人物は, 2名め英国人,ダーバーの兄のフラムジー,. 

それに会社の会評面を担当したダ一バーの親類かB.

力 一-id一等であった。ダ一バ一6 持株数はホ明だが, 

株式の過半がパンシ—i■こ占められていた事実からみで 

'も，この会社がダ一バー一*族の支配下にあつだことは 

明らかであろう。

r契約書J は 9 カ条がらなり，その要旨は,工場雄 

散;から生産および経営にわたる-^切の会社蓮営を— 生 

® ダーバーに爱託し, その代t r として品販売 ;^の‘5 

%を一生涯にわ/こり所得するという内容のもQ カあゥ

た。

注（7 ) Ibid., p. 223. ,
(8). *Gazetter of Bombay & Island', 1910 vol.1,p. 312.
(9 ) .R. J,P.Sulivari, 'One Hundred Years of Bombay/ 1937ipp. 10~11*

(10)
(1 1)

(13)
(14)
(15)

‘Gazetter’,p.312 の!}?よ.り計算。

Ibid., p. 312.

R, J.P.SuIivan, Chap. IV； Rungta, Chap. 2；

Rungta, p. 225.
契約 rlf は， S* a  Mehta, 'The Cotton Mills of India 1854 to 1954’ ,1954>pp.26-27/ に収た!̂  さ;K/tいる, 

Ibid.. pp.15,18. " ’
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第1条はダーバーめ株主に対する義務を媒定する。 

：C揚建設,機械の輸入と据え持け, 労働力調達等，お 
よそ綿糸布生産に必要な一切の機能を果たすべきこと 
とされ,，f以上の事項に■関する経営のレ切は，我々 株 
主により，我々 の自発的な意志と希望として，ダーバ 
に委託され,彼の生涯にわたって委託されつづける 

ものJ とされた。第2条では,.1株当り1,000ルピー 
の払込がなされたこと，第3条では•：工場建設,‘機械 

掠え付けに含まれる切の経費は，株主により，持株 
にじ乎等にA 担きれるJ 旨を規定し, そのために,. 
株主達はダ-̂バ"に対'し，契約缔結白からI5日以内 
株式の追加払込み請求権を与えヤおり, これに'応じき 
れぬ株主ほ第1回払込み全額1,000ルヒを没収され， 
会社の剰余金に算入され，；te式の譲# t全く自由だが,. 
被譲渡人はこの「契約書」により拘束きれさと定めて 
ぃる。 r -

第4条は;?'" ノしの報酬様式が規定されナこ重襄な項 

目で株主は次のとおり決譲している。 「エ場開設に関 
してダーバ ー が とる労苦の代償として，ダーバーは生 

瑕上記工場のアルパティヤ，つまりプロ一 力—に指 
定される。すなわち上記工場に必要とされる原描ほす 
ベてダーバーにより購入され,全綿糸布製品はダーバ 

により販売されるものとする。上記会社のためにダ 
"バーが販売した額の5 % は-j生涯，ダーノく一によ力 
稼得されるものとする。' .

しかし, 購入，に関しては, 会社に対して. ダーく,

は何等の手数科をも請求しえない。また会社力；直接に 

'製品を販売する場合でもダ一バーは生涯，製品販売額 

の5 %の手数料をうける資格を有するJ。 第 5条では 

/■会i t に代行しておこなう建物，土地の購入，機械の 

輸入と据え付け，.建物建設に関L て,' ダ'パーは総支 

配人としての地位を委託される。我全バードナーは , 

上記の建物ならびに機械に対すさいかなる類のどのよ 

うな損失も,我々株主の持採比例して負担される旨 

を明記し，ここにダバーに対して総ま;配人たること.

を委託するJ。第6条は株主総会に関する姨定で/株主

に対し会合の数日前に回状を回覧し，全株主は指定ロ

に出席することとされるが，理由のいかんをとわず，

欠席者は出席株主のいがなる議決にも従ち••' き̂とと，

代理の出席は一*切認めない旨を定めている◊ 第 7 条は

第 3条の重複であI ) , 第 8 条では本契約,に▲反した、

かなるパートナレも，ダーバ一対し罰金として4,000

ルピーを納入すべきこととされ，異譲申したてはでき

ない，罰金は剰余金に算入されるC B  9条は.本樊約

は現行株主のみ;^らず，相続人被譲渡人によっても

遵守されるべき旨を定め結んでいる，

事実上の支配的株主モあり, isたる機能資本家で

るダーバー族が , 保險会社の場合と全く同様0 ほ}H1

的経営形態を機械制大I t業の企業イヒに際して導入し

しかも, それ力;銀行を除くあらゆる業糖において例外

なく踏襲されていった歴史的論理的必然性は何であゥ (16) .

たの力、。

- 第 2 節経営代行制度の本質

( 1 ) 代行制の本'資規定 

ロカナタシに代表される従来の埋I?は,

機構は企業家的人材, 経営t f理者，および資金源衆 

■の不足を克服するために生成, ■発展してきたものJ と 

す る 「三欠」的解釈である。産業資本主義の初期にお 

ける三欠的状況はインド独特のものではないとする消 

極的批刹にとどまらず，少なくとも代行制度が生成， 

発展したカル力ツタ, ボンベイ力は，.19世紀前半期,で 

すら， r資本不足が……座業成長の主要な,!沮害要因で 

あったとは思われなV、J 状況であった。企業家の® で ' 
も,代的な経営管理能力を具備した多数の東イシド 

会;^社爲自由質易商人バーシー等の多数の優秀な 

潜在6^企業家が都市に集中していた。むしろ，投资元 

利金回の確実な企業機会に比べ蓄積された貨幣資本 

と潜在的企業まは，相対に過剩ですらもゥた 

ロカナタンは, r経営代行制度とは個人企業又はパ

法 (16) 「1872年版の Times of India Directory Iこ記載された株式会社のう'ち；fe営iた行組後によらない会社数は, 銀行 ’

を除けば，わずかに3社にすぎなかったムN .K ‘ Seiiguptar‘Corporiite Management in Indiaレ1974,P.12.

(17) NOAER*-The Managing Agency System/ 1959, p. (x iii) ； P* S lx)kan^than> 'Industirial Organizatbn in 

India/ 1935, p. 21〜 ：S* K. Basti, *The Managing Agency System/ 1958̂  p .1-

( 18 ) 金山近ニ氏は，従来の学説が生産諸要素の欠如起源を求めようとするr三欠理論；! .から，し-歩もやようとしない 

点をはなはだしく不満j とされる。金 近 ニ 他 *■インドの経営代理制度i 12頁。

(19) R* S* Run^tfl, P* 27*■

(20) Ibid., pp. 20-22‘

. . ' .  ' . 1 ' . . . ' . '  .， . . .
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一トナ"シップがもつ経営の一嘴性という長所と株武 

会社がもつより豊富な資金力とを緒合しようとしたも 

の」と腐定している力'、，これは, 同族的中小会辣の、特 

徴を示しf cf cすぎず，,a 回ゆ経営形態をとるととの必 

然性を何等説Hjiするものではない。 .

ルングタは「少なくともボンペイやカルカタタには， 

ざく少数お力て商業資本ま存在L；たことは事実でり， 

彼等の手にある資：̂の腺界生産力は高かつたため， #  

常に大きな利满を稼得できる機会だけが彼等を産業会 

社の起業にひきつけえた。:経営代行矣約はまさしくこ 

の誘因を彼# に与•えたのであり, 被#ぱ会社に対して 

n ら資本を永久に圓宽するととなく巨額め利潤を永 

久に稼得できたJ とする。： /

代行人が支配的出資者であった点をみおとしてはい 

るが，巨;; 利̂潤！<久稼得説を提示した点は--歩前進と 

いえる。この仮説は, 戦I ；において注目すべき代行制 

論を展開された小竹，治氏!!よってすでに明確に指摘 

されたところで，小.竹氏は「インド商業資本の企藥発 

起は経営代行業者となる為C?発起でり，英人ネ経営 

代行業者に刺激されヤ，経営の代行による大利潤を 

獲得せんとする動機から出亮しすこもめでるJ とした。

代行人となる為の発起はすでにみたとおり, 19世紀 

はじめめ険会社にまでさ力、のねるものである力V ボ 

ンペイの一シー企業家に•よる綿業会社起業が巨大利 

潤獲得を窮極目的とし代行人となる為の発起と，して， 

明瞭に躲定した功績ほ貴重でもる。 ' '
しかし単に巨大利潤だけ力，、目的ならぱ，迁回経営 

形愈によらなくともi t営形態でも可熊ではなかったか。 

プヵナンの次の指摘は示跨的である。 「日本人はそ<p 

' 組織方法に於てはヨリ賢明であり，経営をさ！)緊密に 

し接秀な營理の下に置いてゐる。：しかも彼等も亦主 

立つた指導者の手に多大の利益の分前を喜んで与へる 

という奇異な瓶向を有してゐる。i即ち, これらの報in 

は代理営人の手当どL て受i kられ4 ゐ な ミ M  

会の決議による賞与として受取られるのであるJ と。

したがって，間題の鍵は巨大利潤がま得されてゆくン 

カ^ ズムそのもののあり方にかかわ0 ていることは明 

白て* る。

普者は，経営代行制度の:^質をi 業す:ijAの先取らま 

構として理解したい。近代株式会社網度の下やの利胸 

配分は，まず減価償却が控除され，純利?!̂ は，利子• 

配当と企業者利得に分割される。正常な状14では,企 

業者利得部分は，純利潤からの利子V配当を控除した 

差額として機能資本家の手に残され,取綺投会の決議 

ギ广'て役員賞与,各種引当金，内部留保等と化す。これ 

1C対•して,経営代行制度の下では支配的出資者であり 

機能資本家でもある逸榮者が,らを代行業者として 

会社との間に手数料樊約を結ぱせ, . 会社の'収益のいか 

んをとわず，いわんや，償却, 利子 . SB当の多寡>こか 

力、わらず,.利潤の非常に大きな分前を手数料の名目で 

いわぱ先取りやさるとい:b ±ことに巧妙な経営形態で 

ぁった。 * 、 ■
次に, 生産 . 服売高手数料^^源衆が産‘業利潤であり， 

利潤の分岐形態でもることを証明し, •：先取りJ と規 

定されうる理由を数衍したい。

( 2 ) 生 ま •販 売 高 手 数 料 の 源 泉’ '
生産，販売高手数料の泉が何であり， r綿糸布1 

封度につき3 バイJ, i■販売:高の3 % - h % iという手 

数料の大きさが, 一体,いかなる経済的内容を含意す 

るもめであるめか,従来はとんど言及されるところが 

, なかった。輝題検討には績業の工費分析を含む若 

干の経営分析が必襄であるが，幸い1§80年代末の詳し 

い工費明細が利用151能である。

『佐魅報告書に記載されている「某会社丄の経費 

明細表によれば，4.8 方鍾， f製糸番号平均」 14, 半 

まの操業日数155日, 「使用棉高J 340.6万封度，「糸出 

ま高Jぐ 0.8万封度で，損益概算では■■純奴入J 91.0 

方ルピー，•■原綿代価J 59. 9方ルピ- * , '「エ費_) 24._8万 

ルピー， 益J (糸並屑綿共) 6 .2万ルピ*-でもった。

注 （21) P.S, Lokailathan,p,23-
(22) R.S. Rung：ta, pp.229〜230; しかしながら彼の見解も基本的にはロカナタン的理解め粋を出ていないことは明 

.らかでibろう（P:S.'LokaimtMn,’P.34参照)。

( 2 3 )小竹豊消fインドの経常代行制度れ爽国金融資本_ ) (嘯 M細]ffi』昭和17年8月号）及び r英国金融資本のインド経 

済支配J (*•束aii問題J 1ドン和1?年ゆ月号) には轿新な代行制度論力，、展開されているレ
《24〉 同 rインドの経営代行制庇と英国金融資本J pp.34ヶ35- ' ； ：

(25) D .H .プカナン， 印度の近代；!:業パ934, 267頁。

( 2 6 )インドの貨附堆位は, 1ルピー=16アンナ，1アンナ="-12パイ，1889年現在1アンナ邦貨2.8錄に相当しすこ(*"佐好 

報告能5 27域 ) 。; ■ . •

^00 {1010)

r：t 費J 24. 8方ルビ- -め明細は r職:!:貧銀J 8 .9 ^  
(35.950, •■給料及賞与J I . 8方 CM90, r石炭J 2‘3方 

(9.が ) ，r油0旨J 0.5方 (1,9グ。〉， rロウラー卷单.帯 

挑J 0.71& r栖包材料J 1‘ 6方 (6.5% ) , 「ピル

レタト丄0.を万（0 .9 % ),「雑貨類J 3.4方(13.8%), r電 

灯J 0‘ 3方 (1‘ 1 % ),「修縫』1.0万 (4.1%), r扼替j .0 ‘ 7 
方 《2.7。/。), r火jii保險10.4方 （1.850, r地料税金J等 

0.2 ^  (0.6%)» r債券利子J 2.8方(11.3%)で あ っ さ - 

原資料では本来収盆であり, 産業利潤め分配形鹤に 

すぎなぃ「給料及賞与J 1.8方ン「火災保険』0.4方， 

■■地料税金J :等0.セ方，そ れ に 大 口 r債券利子j ，ぇg 

万が費用化されでいるため，この合計値5.2万をィエ 

費J から塞し引き，ここでのr純益J に加算する。 

「糸出来高1封度J 当 り 「純収んほ 67‘ 0パイ， 「原 

棉代価J 44,1パイ，族 正 「工費J 14.4パイ， 正 「純 

益J 8 .4パイとなる。上記の工費,明細か‘ら明ら力けj；と 

おり，こめ会社の場合代行入手数料は「工費]に含ま 

れていない。したがって, 仮に， の会社が；I 封鹿に 

つき3.パイの手数料をま払うもcbとすれば, 修 正 「純 

益- , ,すなわち，「修縫J ，「据替J 費目を控除した収益 

8.4バイの実にS6% に相当する部分が代行人によって 

稼得されるれ算:となる。ぼ：iEしなぃ元の•'純益U ( 1封 

度当り4.6パイ）に占める比傘では65%にも及び,「職 

X M M jの46%, r給料及賞与の2.2倍の額に相ます 

る。 -，...：

こわ3 パイ手数料の途方もない大きさは, 確立過殺 ' 

期のわが闺勒績業との比較からも明らかとなも高村 

直助氏の精織な分析精果によれぱ，1898年上期1ごおけ 

を綿糸i 栖当り「利益金/  (r純益金プラス減価i魔却J と 

定教されている) は, ' 2方鍾以i の 6 社わ単純平均6. 29

(30)

H , 1方鋪U 上の6 ? 均I . 83円,

平均一2.33円であった。綿糸1個は410封度（イソドは

r 方ぜ以の 10社 

410封度（インドは 

400封度) であった，から， 3 パイポ数料ははぼ「1袖当

り3 R j に相当しデ;:'。1898年上期は ri897年上期まで

の# 说期と1如0~01年恐慌期との中間的様相を呈して

いるJ 時期であ0 たとほいえ, 3 パイ手数料はいかIこ

巨額のもめ力あった力、が理解されよう。

r糸のW来高1 iサ度即ち我120目に対して*^3パイJ

ずっIR益に拘らず,出来上った糸数量高に応じて収

るのセす。私が概算して息ますと私9 会社の如く 2方

.鍾で有りますと私が ■̂ェ-^ゼント4 であると， 1 力年

3 方 6千円取る事に当る。メンナ甘い事は他所にな

い‘ .…‘J。泉州妨績取# 役中橋和之氏が,私人として

最初に訪印した帰国講話でとう述べfc O も無理はない。

高村氏による6末叙?系各社の主要貸借勘定分析結果か

ら, 各社の1万鐘当力半期r純益金J を算出し,3 パ

イ手数料 ( 1万鍾当り半期9千円と換算)の比率を計算

，すると， M j  52%,; f■摂津j  24%, *■合同丄60%,

. 24%, 「大阪J 78%, 「尼崎J 50% と同樣の

結果ををろからでもろ。 . ■ ' ■

次に服売f t手数料fcっいセみると,生産高手教料と

量的にははは’同一̂ '■dおったことが証言さ;jtている。 特

ア" メダバドでは , 生ま高ギ数料といっても，会

社から出荷された商品i 対して徵収されてV、た.ので，

結局は,両手数料形態は代行人だとって全く同一物で 
.... (34)，. - ■ . ■ ■
あった。

したがって，以上から，両形態の手数料はその源;5)1 

が禾1|潤であるととはもはや明瞭である。代行g*ニ数料が， 

商品取极い業者の単!̂ぶる娘売手数料と,は質的に異なる 

ことは,先のダ一バーの•■契約書」の第4 条 で 「会社 

力’，i 接に製品を販売すふ場合やもダ-•バは生涯，製 

品販売額の5 % の，数科をうける資格を有するJ とさ 

れていることからも明らかであり,代行手数料と販売 

手数料わ料率にも格段の差があった。販売は保IE代理 

人にもつぱら委託されたが, その手数科ほボンベイ'で
(35)

り*〜でし％, アーメダバードでは1/:%にすぎなかった。

ま( 2 7 )、他 f f 報告書』289頁付まよウ。項自はいずれも原表のまま。

, ( 2 8 )同報告はインド總績め一 ぎ̂度当り平均 r工費J を1ニ2アンナと見積っているが, 代行手数料を舍むのかどうか明記. 

されていない。同, 288〜9頁。 \ /

(2 9 )高村直ゆ,『日本助績業史序説>!下巻, 昭和46年, 33真 （表3〉。 ：

(30) 「中権和ネ氏の孟買談話J び大日本綿ネ助績同衆聯合会報告』第21号 ,!!J撤 27体 8 月， 9 爽） ，

(3 1 )高村直助, 同, 34爲

(32) 橋和之成の孟買談話J (同，8 頁） ’

<33) お直助, 同上, 102,103東 (ま5〉。

(34) ri92?'年関税審議会 J のプー メ バ  ド T?の公聴会 IES■による.Report of, tiie Indian. Tari び，Board (Cottort Textile 
Industry Enquiry〉’ (以下，ITB  とPftす) 1927, V o l . H ,  p . 4 3 9 . .

(35) 証跋究代理人は会社に代金亥仏レ、を! ! し販売経費-^切をこの手数料からま弁しなけれぱなちなかった6 ITB
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V

経営代行人の手数料ゆ: . また彼等の代行サービスVと雄 

する単なる給料あるいは賞与にとどまもものでないこ 

とは，先の:！:費分析から明ら:̂ 、であやう。

.、. ， ...... ■ '■ ■, ■ •-

( 3 ) 利iHの先取リメ力ニズム 

生産ぃ販売高手数料は，利子y k 当さらには償却, 

各糧積立金が控除,される以前に，代行人によって，生 

ま ‘ 販売額の出来高に応じャ务収りされてゆく関係は， 

もはや鶴りない♦ 実である。この先取り規定は,しか 

し代行制度の本賞にかかわる9 で，さらに敷衍してお 

く必要がある。この先取りは;=i重の意味において先取 

りであるまず . 上tiiの費目力';撞除される以前にとい 

ち意味:C時間的な先取りであり,上記め費自に对して 

+ 分 :4 額o j i 除力*;ふ き i i V そんらとは 

A  く無関停にと\/、う意味において，二重の先取り規定

ボンべイエ填乾督官ジョーンズ民は, 代行制度を, 

「工場製品販売上其売買直段ノ高下到不利ニ閱セズ其 

取扱高ニ応、'シ若千ノ分引ヲナシ自a  ノ財膏ヲ充タス丄 

不禾ii不正の仕担とし, 『佐野報告書Jは 「蓋此法ハ其製 

レと ノ'レ b #ト ニすわ A ：y y f  ノ•レ !■ k,

旣丄♦ i i v ン了

ルモノユシチ，其間弊ヲ生スルノ虞ブルノミナラス原 

料其他用品ノ購求製品ノ販売等— •主せメ專決スル所 

クルヲ以チ,自然物譲ヲ惹キ長シト其法まら今日ュ 

大ユ行ノ、ルルノミナラス.，輒スク廃ス可力ラサルス勢 

アルノ、畢竟会社設立ノ方法ノ然ラシムル所ナル可(??j 

と。同様の趣旨は庄司乙吉氏によってr綿業ノ利益次 

第ュ傅少シ多数会社ハ歳み多額ノ欠損ヲ生ジ又ハ無配 

当ニテ辛クキ営きヲ維持スルノ否境と沈流スルニチ係 

'、ラズ独リ代理商会ノミハ饒格ナイレ利益ヲ収得シテ不 

景気ノ何ノ辺- マルヲ知ラザルカ如キハ実ニ不条理ノ 

甚シキキノ シチ株主ノ苦情ヲ唱フルモノ欺チ理ナキ 

ニアラザルナリJ と述べられているからである。

以上の諸見解の等しく示しているところは，手数料 

の 「先取り的性格J とその舍社経営に及ぽす破壊的影 

g ゃぁり，「達全会社J (「佐野報告J)& 「請A チ数料主 

kjy (古都氏)， r無法残忍の口銭組織J ，(庄同氏)ぎ々は 

いずれも，産業‘利潤の先取カメ力ュズムを表現しよう 

としたものをとはかならない。そして佐i f 報告が先の引 

用部分において， r畢竟会社設立ノ方法ノ然ラシムル 

ル可、ンJ としたょ.うに, 産業利制め先取り' it , i  

ま 会 社 以 外 に 第 三 者 的 組 織 (ら 去 を 別 に 金  

立しこれと契約 'を結ぶという迁la的経営の擬装を 

築 {>ない限り絶対に不可能であった。.代行人組織がい 

力、に擬装的なものセf c り,従ゥてまた》名目がJなもの 

でもったかは，アメダバ *-ドの最も単純な代行形態 

をみれぱわかる。 ’ ぃ

とこでは, 会社の多ぐは同族的個人会社であり,被 

代行会社数も1 , 2 社であ力た。支配的出資者である被 

は, 例によって彼.自身{ 代行人として,彼の会社との 

間{ C ,づまり，同一人物が2つの資格で煞めを交'！'タ。

彼ほ, 会社の取餘役を兼ねつぅ,資本め機能的ま用 

者:として，毎日会社（工場）に出かけ，経営一切を指 

揮 . 監督しその機能は , 全社の，務とは何等かわる 

ところがないにもかかわらず, 定期間後には,「樊 

約J ,に従って，代行人の資格で多額の手数料を先取す 

るのであを。. ’

代行組ゆはしばば，彼め個人名，家族名を冠した 

パ ー ト ナ ^シ ジ プ組織ではあ0 たが, 事務所は彼の& 

宅かまたは，助績会社の-4 1 におかれ，時に, 1〜 2 

, 名の手伝いをおくととゆあれ*‘事務所ぐえ全く名目的な 

ものに止た。代行# 務所は,代行契約を缔結る当 

# 者としての体栽を整えるためにめみ必要であったに 

すぎないからである。 ;

従来，代行人の機能は, 発起，資本調達, 経営代行. 

の三位-^体的機能として乎兩的に理解されてきたが， 

代行人達は， 額の産業利潤の先取りを窮極の目的と

痛営代行制度の-^檢

1927, Vol. ID, p. 260および li 'B  1934, Vol.IV, p. 122：また贩売代理人, プロ一力一の手数料については， S.M， 

Hutnagur, 'Bombay Industries,,1927, !>'350- レ

注 (36) «■聯合助績月報ン第3号 （1889年 6 月号〉p.36.

(37) *■佐®？報告書J 284頁。

( 3 8 ) ;主司る香『印度棉業HT情_ «明治32年, 55頁。及び，安藤敬三『を :̂ミ 紛 む 1908#*, 681：.

(39) 281H. , '
(40) lW>rぉト•'孟M iゴ大日本綿糸妨ま同業聯合会月報』第118号(明治 35ィ[ i7 月号) , 16jt,

( 4 1 ) 巧i r t 業事情i  56偶。

(42) ITB l927,Vol.n , P.440.
• (43) K.L.Gillion, «AhmodabM/ 1968,p.94. ， ，
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して，会社をを起し，その会社の支配的出資者として 

取錄役会を支配し自らを「代行人J スして会社と樊約 

を結び, 代行人名義で,事実上会社の專務取綺役にも 

等しい最高管理者として経営機能を果たじたのでもぅ 

た。代契約を収餘役会1?承認さぜるナこめ，これをま 

するにたる持株力，、必要どされたd 1913年0 会社法改 

正で取缔役の設置が強制されたが, r多くめ会^£は収 

様役に代行人達だけを任命J していた。彼等ゆひとた 

び実権を握るや, 代行人め交替を事実上不^̂1能にさせ 

るよケな契約付, M定款,基本定铁を定めたレボンべ 

イでは代行人の交替を合む主要;̂ £条まま正は,‘株主の 

3ん以上の多数を必要としたし, アニメダバ" ドでは， 

代行期限を有限とする条項が存在せず,"般株主にと 

って. 交替させる手掛すら与えられていなかった。仮 

りにま掛はあったとしても新たな‘代行人の選定権は波 

等に留保させるI 頃を1^備していた。 ‘
経営代行制度にかくも執着し，この制度が，銀行を 

除い't かくも広厳に一艘化していづたのは,次の类廣 

によるものであった。{1)経営代行業め広範な普及とそ 

め安全, 確まな高収益の得メカュズム力';,磨史的先 

行条件として妻存.していたこと,（2)利潤り先取りメ力 

ニズムが,産業資本主義の初期における棒営竟通しの 

すこぶる困難であった時期においえ,企業家層に一定 

収益を制度的にま約することにより，前期的資本の産 

業資本への転化を保iEレたとと, （3)との転化はさらに， 

先収り利潤率が, 当時,支配的やあった前期的資本の 

利潤率に息合った水準fc定められることによって（例 

ぇぱ, ’ダーバ-の場合, 彼力獨; ^，製点0 'っ'v ^~ v ~ iix  
5 %手数料！̂約を結んでいる点で,をの過渡的性格を示しそ 

ぃる）より1®実なものとされたこと, （4)宦翁の廣業利 

潤の先取り保IEは,起業者たる代行人に資金輝達力を 

保証したこと。すなわち，確定手数料の所得{^諷が担

保となっy i力、らゃある。後述'^るようにァr -メダパユ- 

ドで̂3：, .代行手数料請求権の分譲を•誘因とした資本調 

達がなされ;たさらに , ⑥回的経営では会•法力爐會 

恶{匕によDゆきづまり, 倒産し:^ような場#*，代行人 

■は* 全社に対する-有啦資任 (出資部分〉おけ•め★ 担て、 

まぬかれたぱかりか巨額の先取# I I を傑iEぎ♦ てい/こ 

こと, したがって, 换至ヵ^>嵌しレギ敎料ぉよびお売 

差益めみを目的とする代む人が支権を# た場合， f t  

行権り商品化 >:投機的寿貴が# M 裸の投板と共fc歳在 

した。激しい会社の代行交替は, そCt)结巢であろ 

た。《6)代行制度は,代行入の機能知ピにおわた手教料 

の分化, . 派生をもたらし, ' とれ力tいるんな名目ゃ各糧 

の手数料を誅求機綠与えたこほけ)会社め取綺 

役，藍查を一 族̂で支配し, さらに，，全能的な代行人 

(波參な取嫌役を兼任するめ力;常でもぅた) ’ としで， いも> 

ぱ，会社CC>:ニ系列支配を通じて同族支SBをより確実ヒ. 
する‘ことができたこと，そi t f c代行人めパ— 'トナーシ 

ッタ組織にほ;経理内容の公開義務は-•切なかづたこと 

でぁる、 -

代行制度は以上諸条件を充ぷするととにtよらて， 

大規模なま業投資を誘発したのセあっだ。まさにこの 

点にこそ, 代行制度(^鹿史がJ意義力，、あったといえる。 

しかし， 13カナタン及び，多くの実業家が指摘するよ 

うに，代行制度が存在しなければ, インドの今日めi  

業発展らありえなかづたとする見解にはくみし力☆ い。 

1870年代にぉいて，はやくも，代行制廣ほ塵業発展の 

促進的要因から，そめ反対物に転化しほじめていおか 

らでもる。 V

. 代行制度の変質，つまり利潤手数おへの漸次移行の 

経済的意味内容の棱討に移る前に1930年代まで生ま 

，版売高手数料を維持していたテ"  ̂メグパせドにおけ' 

る紘績資本蓄積と代行制度とめ関係,とれと酷似する

法( 4 4 )ボンペイについ,そは，1TB1927, Vo l . n,  p,199，アーメダバードについてはIWdゾpp.44り〜441;The Bombay 
Shareholders' Aseociation, 'Replies to The Tariff Board Questionnaire Re ： Textile Industry Enquiry (1932)̂  0

Appendix ‘B’ (pp.35〜4のに示された5会社め次助，定款の奨かJか祈による。541：わ事例では会社力湖産しfc場合「会 

社に対する他のぐ、かなる債権者の請求に俊先J して過去数年間め举ゼ习年間手数料)IX入の10信から12|̂ 相当械の先取特 

\ 権を規定していた。な，おrボンベイ株主協会Jのこのレポ，トは株主C0立場からする最も徹底した代行制批判，e fcる。
(4 5 )全社の代行人はかんらずしも投機によるためめもめではなかったが, S.M.RutnagUrのわ‘ 2 5 以下に,頻繁 

な代行人のま代が示され"Cいる。. ：

(46〉 この点を批判的に檢討したものとして小竹豊インドの経営代行制库と英国金融資本J 27K,

(47) I'ho Bombay Shareholders* AssCciation, 'Repre^ntatidn td The Tariff Board (1932)/ 1932,P.20; ..監とのな 

れあい, i あい'まいな経赏報告書め容の批利についてI PP，17-̂ 18< 1 / *family board/ ŝleeping board/ に对

する批判は, 小竹 r英国金融资本のイソド経済まfei 3ブ、 8直, 庄司/ I欄書57貝, イ行人側力、らのK 騎として, 
1^1927, V d 'n  P.195〜，（ボンペイ），P.435〜 （ア，メ ダパード) 。 ‘

'(4 8 ).その典例は Iimpl6y<3ra’ Assdii.，‘Aehioヤemonts 6f Mamiging.Agenみ SyBtem/. 1954 レ..'，'.，，.，..’.：

— 203(3c)iP) ^
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中国の合股制度にマいて言及しておきたい。

. . . . . : .‘ - . . ' ■
( 4 ) 代行権の分譲とア'"メグパード妨雄資本 

アーメダバ— ドの綠織会社数は，19世紀末から20世 

紀にかけて，ボン-^イ，とは対照的に急増し, 1891年 9 

社，1898年31社. 1910年52社に達した。 ，

すでに18§5年頃から-"取化していた助織会社と代行 

淑度-との関係は次のような特色あるものセもった。rポ 

ソペィでは固定資産の全滅が言通株, 優先株，場合に 

ょり社债発行f c ょり調達されるtoに対し,アースダバ 

~ドでは固定資産ゆ投下される大量の資金のうち株式 

で調?^され々のは小部分にすぎない。負債の全額と株 

' 式资ネ:の大部分は, 経肖代行人達の組-により融資さ 

れる。この融資を得るために代行人は彼の手数料を恒 

常的に彼のパートナー達と分割する。た i えぱ, 了一 

メダバゴドで新全社が設立される場合，付属定款によ 

り経営の一切を管理運営するに必要な権限および販売； 

1お又は;:li産量に応じた手数料をえる資格を与えられる 

f■経営化行人』.個人と数名めバ一トナから構成され 

る経営代行人達の組織がまず結成される：! と。

昨徵/；(は，（り代行人達^^株式出資比率が固定資座に 

比べ相対的に低く， (2)代行人グル- *プが資本出資者と■ 

機能資本家とにかなり明確に分化されておウ，（3》出資 

' 者は，株試;より贷付け投資を好し，（4》第 1まに素示. 

されているように f章期預金i への大iHiな依存力';み 

ちれたことであろう。

第 1点にっいて，アーメダバード#大め納績業家で 

あり，アーメダバード妨績協会の会長でもったカスト 

- ルバハイ氏の誕言から敷衍するとrアゾメダバード 

では我Mは非常に/> 額の株式資本で開始:し，固定資 

座はその4倍にもをぶ。アーメダバゲドには， 150,. 

200, 250それに300方ルビニの固定資産をもっ会社で 

も50万ルピーをこえる資本金をもつものは，2, 3 にす 

ぎない。よりて150万ルゼプラス運転資金として 

約50万. 合計220*方ルビ" が調達されねぱならぬ。そ 

こで経営代行制鹿により, 6名または2 , 3名の人間力*、 

射1寄って経営代行組織を結成して,所耍資金の200, 220 

全額をa e i iし （勿論* 会社が波等'の資金を必要とするり

において)，手数料を緣得す’る, ネしてこの手数;^ は，
， - 一—■ '一一'~ — ~ 一 一 ^ ' ■ 一™ ■

>i (49) ITB 1932, Vol.W, p. 120. ，

(50) ITB  1927, VoL n , p.395. '

(51) Ibid.,p, 437 ； ★ 220とるが原文のまま，

(52) Iblcl„p,437. .

(53) Ibid., p, 445.

第 1表 妨擴会社の資本調達源泉
、 （単Ck : 百方ルピー〉

m

ボンベイ（64社)
ダ

(56ゆ

実 瓶 % 奥 m %

代行人の食付 53.2 21 , 26.4 24

厳 行 資 付 22.6 9 4.2 4

大 衆 m 金 '2 7 .  3：. 11 42.6 39

株 式 資 本 ■ 12L4 49 34,0 32

社 . 債 23.8 10 0.8 1

I t . 248.3 100 m o 100

■ 一般13.9 ' ： , .
(出所） The Indian Central Banking Enquiry Committee, 

1931, Vol.1 . Part.1 , p. 278
ド，. - . : . . . .， (51)

これらパートナーの間で分割され:るJ と。 .、

H己資本比率の相み的低位の経済的背景は,必ずし 

も明確セはな、、が, 力ストr ルバイ氏は,公聴会で 

董耍な指摘をUているヶ「1ね4年とろまで> 綿:!:業は： 

平均して6 % セ、6 .5 % ,決して6 % 以上の配当を支私 

いえなかった。 6 船からの大量の出資を仰ぐ

ととはできない。少な < とも8 %ii、8.5 % は求められ 

よう，この8 %か 8.5 % 配当のかわりf c , .プーメダバ 

- ドのシスチでは利潤が株主と代行人達の間で分割 

されるのであさJレ 1力は,•■少額の株式資本と大量の 

借金:e嫁得した禾啤を高率の对株式資本利潤率として 

計上すをやり方は人々を欺くもCQではないかJ と 質  

問に対する回答であクて， それは資本を誘弓げるた 

めのものであり，もしそうしなければ綿工業における 

ア"T メダバ" ドの今日の発展は存在しなかゥ.たセあろ

. b。 それはふふをまんですM 梟に與寶し*^< んるょぅ

にと特別に配慮されたものである。爱本金は名目的な 

額にとどめられ，高配当がま払いうることになり, -  

石ニ鳥であるJ と。 > '

以上の指摘および公脾会での他の断片的誰》から， 

自己資本比率の相対的低位の理由ををのように理解で‘ 

.きよ.う.。，:コミ..，ツ，シ.g ン.♦.バ一.トナーと呼称さ'れた貧付. 

け資本家にとって株式投資よりは固定資産担保の貸付 

，けの方が无利金回収においてはる力、にま全確！̂やあり， 

資本の小親模性ゆえに,単位資本当り利益本は相対的

muoBO)：

' 経営代ね制度の検討
. ,， ?

に低く, しかも株式の流動性に不安のあ0 た内陸中小 

都市アメ  .グバドの地にぉいてはん資忖け選好は一*

層強められ*。

この出資者達を綿寒投資に•後み切らせたm大の誘罔 

i i経営機能にホ一切̂関与しない由資パートナ^達に利 

キを力’nぇ, しんとi と た。
彼等とって，ネ痛库な配当よりは，舍社の収益状態 

にかかわりなぐ生産高に応じで先取りされる確定手数 

料プラス確宾金利をB>f得ずる貸忖けlii資©方がはるか 

に安全な投資' あっから他ならな V,、。

他方, 会社運営P 立場から最もi 由に進用できる自 

己資本な, 最低職調達され:̂ i：けれぱならなかった。こ 

れは, 式資本金を名目的な額に止め,対資本金利潤 

率を高め，高配当を実現レ, 株ま投資をぽきIすること’

によてぜ決され;/^のやあるぃ .
1920年代を境に所要資本量9 増大に伴って代ホ人A  

綠カ♦、これまでのパートナーシップから，より広魄な 

資家層から資本調達するめの必要から株式会社に移 

行する段階をむかえていた。とめ移行に際し:代行人 

の資本調達;方法は上記の調達様式の•メリットを3^みに- 

生かしながら, 以下のような! 徴的なi f 方式をもみお 

した。 「以前, 代行人達は一定̂の資金を提供し，¥ 数 ：

料代行人の分前め一定部分を収得' i ■ろ出資者を'抱合す 

るの力';常でもった6 しか!>.今日では経営代^^業は株式 

会社として辑缴きれ；株式が発行され,株主は持株の 

部を自由に売買できる。"..，.例えば経営代行業はま 

ず各額]Hi1 ルビ' - の1,000株からなる1,000ルビ-•の名 '

目資本金をもち株式会社として組織される。そして，

5.000ルピ" ，つまり普薄株で3,000ルピ一,期限7 年の 

定期预全で2, 000ルゼ一の出資を着望̂する出資者はI I  

でも経営代行会社の1株,つまり,代行♦ 数料の1,000

分め1 を分与されるJ と4 •

従来, 資本生達が, 株式と資付金(事実上の長期定

期チ鶴でそれぞれ出資していたもめ成株式と .

長期定期預金をセットにした形態（この例は3対2)

での出資に変化し,定期預金め期間が長期化したこと

が特激であ*：̂た。出資者け従̂来ど:15り, gs当 ，利子に

加免，手数料収入の分与に も̂ずかる:^けだ力t, この堤

合, 代行キ数料i 求権め分まを誘因としすこ資条滴達方

まが最も赤棟々な形態で現われて:ケ> 化の額面1
ルピー株は, . ‘ .… しぱしぱ706から800ルピ-~め|5格が

ついたJ。分制された代行手数料能求権の商品イ匕に及

んで, 経営代行制廣の我神イ匕はその点に速した。

. 最# こ, 般大♦ からの *■定期預金J .に•力いで補足

レておきたい。固定資本のかなりめ.部分に加;^て，ァ

ャ メダメレトかは超転資本のはぽ全額が徒綴M 金によ

り調達された。これぼ,ポV ペイにおいても*初期に

おいて成く會及していたもので，綿業会狂が比較的安

宾 I ：た業績をもち, - - 般大衆にとタ，手ごちな代替的

預金機関がお如していたことから, r安全な預金先」

として綿業会社に•資金を託し , ，利子を収得するITfチ

が古からニ般化していた. -

会社は預金高の太小をとおず, 年中，半年または1
年の定期チI▲ の受入れ，償還業務を実施し，専属の金

融業著を置く填■さもあった。K* L . ギリ#シが重ねて

指摘するところの*T-* メタ，バードifj民達の地縁iめ他!^

的な持びつきは無視できないにし't：も， 般市民が安

心して預金しどすと最大の理由ぼ元刹金is済が,代行人

-*族の資産：土場財産が暗黙め担保とされていたから 
• (60)

であった。 . ’ '

T — メタ，バードの代行人達が近代銀行からはとんど 

借人をうけなかった© は，それが会社資磨の抵当化を

^ (54 ) ■ i TB 1932, Vol. W,p. 120. , ，、 ，.

(55) 'The Indian Central Banking Ena uiry Committee/ 1931iVol.l, P a r t i, p. 277.
(56) Ibid., p. 277. ‘

( 5 7 )南北牌争fcよる桃花プーム後の恐慌ヤ銀行ははぽ全減した力t勒織会社は存▲をえた経綠r ♦ り，アーメグバードで 

はi/j績全社以外に主だりた投資先が存在しなかっナこ。 .，‘ . ’ . ,

( 5 8 )満期徵還が梅えず射たな受入れで袖充されたチこめ, 全社には常時, > 定^ の安定資金のプルが出来た.「もし銀

' . 行か,ら借入すれぱ，期服がくれぱ, 一族に引き出されてしまラので, たとえ, 三力月前のサ>告があクたと: レても, 大 : 

衆予頁金システムによるよりは十倍もの闻離を件うことになろうJ (IT B 1ぬ2, V o Lが (1934),*).116)。

(59) ••ア 一 X ダ' ド市民は代行人達を信i f しそいた。何故なら, 代行♦ 達も又, 代々伝統のあを家系をもち, 7 — メ 

ダパ" ドの郷士と，彼 等 ら 大 ffi投資していも綿集会i t とに対し深い利害関係をもらアーメダ,パテド7|̂民^̂ 1ほ?!?、なら 

，なかったからである」 ^ K .L ；Gillioii p .92»p.93およびP‘ 8 8 ) ;とれに対しカスト-•ルづパイはアニメダバードホ

. 民は誰よりも抜目がなく, ぜき失敗すれぱ , 代行人は身ぐるみはがれてt まケと|E言している (ITB  1032, Vol. 

W, P.117). . バ" . 广 -

(60) I  T  B 1932, V b l.F ,p，118. ,

MH021)
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招き，同族支配の基礎がぉびやかされるばかりか,:担

後)件を先坂りされた市民はただちに預金引きあげを 

開始することによって, . ：「会社の全信用構造力;根底か 

ら崩壊するJ ことを恐れたからであった。逆 相 対  

的に4 小̂規模でおり， 着參ではったが制限された發 

朕がとうした蓄積パクンを許容していたとい免よう。 

預金は銀行，郵便貯金学の代替的f貝金機関へ次第に吸 

収されほじめた'が, 代行人は銀行にむかわず,定期の 

長期化と，会社間の定期預金によってこれを補ったの 

でもった。 • . . . . • ■

(5) 経営代行制度と合股制度

経営代行制度とジg ッバー，システムが相互補完的 

に枢軸的機能をほたしていた点r インド綿業資本蓄積 

の特質を求めるとすれぱ，中国の場合，合股制度の遺 

制と包エ制度がとれに対]おしていたレ中国でもまた, 

前期的資本が機械制大工業を株式会社形態で企業化す 

るにH；ル , 合股制度の遺制で、もる官利システム， ま 

り株>たの確定判付ぎ債-券化, すなわち，配当を利子イ匕 

する方向で利潤の先取り傾向がみられた。をの正常な 

形態にぉいて経営代行制度が企業者利得の先取り機構 

であったのに対•し，後者は配当の先取り機構として規 

定できよう。

中国の妨績業が, インドときわめT 酷似した制度で 

経営されていたことは, 明治38年の橋本寄策の次の指 

摘である。 「清国練績は日本の叙i績会社の如く自身に 

原料綿花を買入れ自ら製造綿參を販売するごとなくし 

て大抵代理店と声接の関係を有し代理店は勒績会社の 

■欺 fタ収餘役ね:の地位にり且つ多数の株を所有せるも 

め多くこれが営業をなしつつありて右代理店なるも0  

が原料棉花の買入れをもなし製造綿糸の販売をも為L 
会社J f人進退まで自身の tU由になす?i り, 故に怜倘 

にして親切に且腕めある代理店を有する練績会社は 

ますます発達し利益を得れども自己の為めのみを思ふ

て全社に不忠実なる代理店を有する納績会社は.毎年  々

々損失めみを継続するなりY  (傍点は原著者) と。氏は， 

その3 年前に三弁が上海秘摸の代理店となり，さらに， 

当年には大純助績を'「先づーヵ年★ 限り，*!i して相当の 

賃金を出して貸借J Uンこぎ実デ緒ぐし，さらに明沿38ヤ. 

現在，清国には17め会社力tをり,日本人が経営代行す 

るもの2’社, その他<D外国人の経営するもめ4社やあ 

ったとする力、 さ弁物産以外^0具体的な経営代行の,  

実は未詳でも;6 。しがし* 氏の指摘Uた内容は経常化: 

行制度そのものであり, 経き権の貧舉紘績会:社の/J’、 

作経営は代行権の転売そのもめであらた。 ： ；

次 ■，合股制度の遣制について檢討してみょう。合 

股組織とはr非法人0 共同出資金業であるが，，… かつ 

各会社組織の企業に就ても,その出資形熊拉びに経営 

形態の原型でもり, 緒局, '会社形態のものも多くぱ単： 

にその外形的なま吏に過ぎぬものJ で，ヒの外揪的ま 

更は，合股制度の連帯實在をまぬかれ，有限責任原則 

を享受せんがためにr合股の会社化J を促進したが 

r其他実質に於て合股に選ぶ所がな丄かゥた。. この盤h 

組織の出資‘経営形態の原型とされた合股組織の内容 

は資し付資本び財股J>と資本充用機熊（r身股j ) をそ;H； 

ぞれ提供する出資者(「財東J ) ,経営者 (「経理J)よが'相寄. 

ってパートナーシップを組織し財股出資に対して確 

是禾’I仔 （「官利_])を支仏い, 官利支拓い̂後の禾!j潤 (r杠利J): 

を而者間の契約び合股議據」）に基づいて.商者で按分 

するというものでもる。

「財東J の多 < は •"企業利潤の分配にあ>づかるのみ 

で, 企業職能を有しない無機能資本家……持分資本 

家J にすぎなかった& , r経理J は 「形式的に商舗の代 

ま者，経営責任者として一•切の対外交渉>こ臨」み，財 

東の収入は, 経理の利潤獲得性能J .に依存したため, 

r利潤獲得に堪能なる斯業経営のモネスパート（財ポ 

劳くは財東の近接者）を厳選J し， *■経理は純経述にし 

ても財東兼務にしても,その選任は全財束の合韋によ

法 (右1 ) . Ib id .,わ.118,.および ‘The.Indian Central Banking Enquiry Conimittee/ 1931»Vol.1,P a r t：1,p,278-

(62) K ,L . Gillion.p.92. . : ；.

(63) 'The Indian Central Banking Enquiry Committee,* 1931,V o l.1 Part.l,p.277.

( 6 4 )橋本奇策r清国の綿業J 明治38年,67K。 ， . ' ■ / . .
(65) r贷 出 し 亮 出 ，しJ については，厳中平箸依旧驗訳坤国近代産業発達史 J 187-188真。

( 6 6 ) 門馬鏡 r满洲士着資本の企寒的特質J (S*擴洲経済J 昭和15ィ15 7 月 号 レ ノ 六 ん 40〜41頁ネ

( 6 7 ) いずれも, 浪岸/舎》■商事に関する慣行調查報告書一合股の研究一■ }昭和18年* 618"-610直。

(68) |，>網繞，同上/および，士 111?武雄r合夥脱策の責任に関する-^研資H i ( ■ 欽調查月報《结16卷飢号- 昭和1碑 1力）

( 6 9 )門腐鶴，同上，45頁。 ■ ' ,

206(1022)— -

痛營代行制度の一検討

る，とされた♦ ■ ' 私人の恣意的な企業心に放任されるという抑民された

経理と財東の開係は,ア 一メダバ：- ドの代行人とコ投資摄境の下で，ふうした起業，投資家に-^定の収益 

ミッシ3 ン . パートナーとの開係に酷似しでいたぱかを保証するメカ '^ズムと:して生成，発展し'C きたとこ 

りか，商者の資金調達と禾IJ潤配分様式が本質的には全ろの独特な株式会社経営形態として理解したい。

く同-^のものであったことは, 根岸佶氏の明に指摘  . •

第 3 '節経営 '行 制度 の 変 質

' . ' ' - : ' . -:...■ ■ ■：； : -...

(1) 利潤离手数料への移行 .

fe営代行制度は,利潤の先取りを本貧とするもので 

あるが故に, 配当との对立関係，つまり,自己否定的 

要因を, その生成時点から胚胎させていた。もっとも， 

ア „  メ ダ バ "ド の ように , 自己資本比舉を傅くおさえ 

て高配当を実現し，手数料の分譲により配当を補っで 

いナこところでは, との敲対開係は顕在イ匕しにくかった。 

また，支配的出資者と代行人が同一人物であるような 

全くの個人会社の場合には,手数料形態や利潤を先取 

:りしようが配当賞与等で所得しようが, 結局パイは同: 

じ胃錢におさまるりであ)って，矛盾は必ずしも敏刘•化 

レなててア~-メダバードにおいて代行制批刺が爆烈化 

をず, 刹满手数料べの移行も1936年会社法夢JEで新規 . 

会法の生産. 贩売手数料が無効と.されナこ1930年代まで
C73)

はとんどみられなかったのも，このためであった。： 

しかし,資本金額が巨大で中小株主へめ依存比率も 

アーメダバードよりは高かつ :^ ポシベイでは, 1872- 

3年頃:*、ら，配当，i ：却 *積立を無視した利潤先取り 

に対して，中小株主からの非難が開始された。1876年. 

とにより投資収益め保諷をはかゥためである。代行制に当時としでは最大のK 会社の代行人であったK . ナ 

度も合胶網库の遣制もともに植民地, 半植民地としてイクが iS??, 78% の不況と, 投機の失敗で倒産し，「株 

大工業の移植が何さ政策的保護をうけなかったばかり主は出資の全額を失い,債権者は支拉請求額の約半分 

か，得内市場を列強資本の自由市場とされることによの600ガ ル —近 <(を失ゥだ丄のを契機にタイムス.

! ? ,正常な工業イ匕が胆書され奇型イ匕され, 起藥が全くオヴ.インディア紙の代行制度批判のキャンペーンが

注( 7 0 )いすIV も，同， e m

( 7 1 )根岸佶，同上，582爲 軟 中 平 , 205ら211貝参照。

(7 2 )先に引用した^^が国の実ぎまによる批判を含めて従来の代行制批判は,全社資本の所有揺造に占乂る代行人一族の 

比谊らまり, 全社の個人☆ 菜的辉格の濃淡を捨象しだ批判が多かゥた。車実上の個人会社の場合,会社が赤字をっづ 

けようと，非情残忍に手数料を摊り取;^やり方は明らかf c由純自辨fj^行為であり，むしろ例外的であ•i)もとみられる。 

「不況にでもなるか会社が収’益をえられなかゥた場合にはすこだちに代行入は手数料の |̂4分, 否, 全網さえも找棄するJ

W 1927 V o l.n ,p ,4 3 6 )とされ，ポンペイでも『利潤がな;!j、ゥオc場在K；は代人は手数料の一謝または全額をな 

しでずまずことi t普通のことでる J (IWも P .197)。確かに彼等は>ト孩的契約により荒厳説ホを保証されてはいたが，

, それが，額[/dどおり刺ずされたかどうかは所お借逸のあり力に依がした。さらに代行契約には早くから，一定の様武 

力♦、宪成されていたため，額而と^̂ 態のズレは，和当人きかったと® われる。しかし释営権を起業ま•一族に保持しよ 

うとする;!bらゆる努力力V 定款；イ行契めに化現されていたことは, まぎれもない坦懐であった。

(73) 「会ネf:が6 %以上.の旧当をうに足る収益をibがなかゥ場f h 代行人は手数料の1/3をが̂歡^̂‘るJ ものとえミめ 

られており，ホたr安K4にはす数料の半分，時には全額が放衆されるJとの証言もある。(ITB 1932,Vol.IV. p. 119).
《74) N.S. Bongallee, ^The L ife  of S,S.Bengallec,' p.350-

— — 2 0 7 (1 0 2 3 )— —  '

するとこちでる。 . '

「企業に找資するものは冒険を補償する意味せ普通 

め利息より.若千多くめ利を得んことを欲+ るものだ 

が, 此点支那に於て最も明雄セあって，利息卸ち官利 

と禾:觸即ち紅利とを判然区別し一定の官利の外紅#J 

ふ||もけ^<ぱ^ 足しな、>。それで株式会社を発企する 

ナンらんる 4>のを対し一虫® 音ポIjの外 

ijを分^ し得べきことを.保HEし始めて応ぎ' ^ しむる。 

それせ官利は-^に保息と称せちれ, 社傲 2̂利札を附す， 

ると同様株券に息票即ち官利;I；しを附せらるる。官利は 

禾’1溢有無に拘らず必ず之を支仏はねぱならぬ力、ち所 

謂崎i 当に■略る麥」ありと。すなわち,株式会社起業 

において, 非法人たる合股組織におい:てみられた以上 

の合股制度の特質が, （0官刺，つまり収益りU、かんを 

とわず一定め配当を支狂、うぺきこととされ, また{s r r  

利を捨除した紅利の按分をも求める形良肖で遺制として 

うけつがれたあった。

M期的資本は株式会社形態における大規模かっ回収. 
期闇の長期にわたる産業資本へり転化に際レて,両国 

において歴史的先行条件として実存した諸制度がもっ 

利潤先取り機能を株式き社制度にビルト，インすると
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律 1 図ボンペイ妨械会社の利潤率と手数科との関係

A

X 英国人の代行する会社 (7》 

今 ユ ダ ヤ  >  ( 1 ) ,

パレシ一

h ンズー

注 (75) I^S . Rungta,p.236. ' ' V

(76) Ibid., p. 237. ‘ '

(77) Greaves Cotton & Co.Ltd; 'A  Century 6f Progress/ 1959,pp>7~8..

(78) S.M. Rutnagtur,p.28.但し, 1889年現在で厂コンノー ト社丄を除く他の傘^ 全社ではミュール叙i鍾が庄倒がrCfc

ゥたト . . . . . . .  ■ .，. . ，. 園....

(79) Greavお GdUon & C o,p :6 .のちにこの英人資本によるボンパイ最初の助績会社を翼取して，け ポ ロ 会 と 改 名 .

(80) Ibid.,9-10. ■
(81) K.S. Rungta, p, 237.
(82) 'The Pioneer', 25th,Odt, 1884..供し，，'Commcirco & Companies Augf. l$84~Sept. 1385* に .i■ゆrint されたものに 

, よ る （PP .5^56) , 及が liM gta , t».24V]^JlTV . ，

(83) I V ンメ肋機はこの腐の発生が少なも注油の節め , 工場面粮の節約，製糸が丈夫で均シ，火災発生の減少，

招ェの熟練に依狂する度合が低下した/;で 的 で あ ゥ た ゲ 紛 織 月 報 i 第十- -号, さ3頁) /

10 h

、‘X

水

- 0 10 ‘ 20 30 
(出所〉：『佐51?報告書J 301〜303貧の付養より算出。’ 、-•

ゥた。 r 3 パイ手数料システムは生達量が低位であっ 

た時代にほ有害力はな、かつや;が. ‘リンダ助機0 導入と 

生産増大>こ伴づて，生産量のため{̂ 21は品賞を懷牲にし, 

たとえ，会社が欠損で卑廣をつづけようと,代行人に 

は巨額の利潤をf e # させるこのシステムの欠陥が露わ 

• となったJ。 ' : , ■ : ： ： . レ

リング革命め導入と世論の庄力が，具体的に代行制 

度の内容に，如何; るィシ.パクトを与えたかをしお 

©が第1図で左?る。とれは •*孟賈我宵吐新聞J に開記 

されたとともの「千A ぜA 十七年十二月若クハA 十A  

年六ニ終ル，.を-筒年ニ於ヶレ孟買助績全社ノ営寒収 

支言I，算ヲ示ス《/ キシチ, 年間真状ナク営業シ,且 

其計算ヲ公告セル会社ノミュ係ノ巧資料力み算出した 

も<pである,す充用資本j には, :慮資料の*"お<込資本J, 

r借入資本J, 備J の合計値, r利滴J は同じく r利

益J, ■■主管手数料J, r借人資本本！]キJ め合計をとる。

/■準備J 'には繰越準備金に加えて, 当期，御引当きを 

も舍まれているほずである力V 商項P に明別されてい

ないため, ここではr-，備J をム括して緣越準傅金扱
^  一 --. _ . ■ •   ,

注(84): P.S. iLol<anathan> p. 338.
. (85) ffemお魚# 301.H:

(8 8 )以上はいずれも, 同301—304其による。

r充用资、、としたもし:^がぅて, . f：禾1]潤J は過少i t ,

本J は過大に評俩されてい.る. .

まず •■充用資本丄の構成をみると原資料》こよれぱ,

英国系7社 け ち 5社はG .コットン社の行会社〉は,

r払込資本j .5 '3 % ,ぐ借入算本_)....40.'5%, r準備j , 6 .5

%で/ バ>-シて， t ンズーの两グル‘ プカは，、6割，

3 i ( j . 1割の構成となっていをそこゃ，第 1闻をみ

ると，各コミュょチィ間?こ実に■きわだった特徴が浮き

彫りにされていることがわかる。パ一シー,ヒッズー

の代f t 手数料は, 一, ニを除いて,すべて借入資本利

子控除後 (上因) は勿論,，，控除前の利潤部分について

みてもその10%水# をはるかに凌释している。加えて

因の右卞に位置しでいる会社,、つまり, 充用資本利消！

傘力湖対前に低位Kiある1こもか力あちず,相対的に高

率0 代行# 数料率を杀す令社が,而グループに集中 

していることでもる。 ，

1889年6 月現在の各グル-^プのリシグ練鍾比率では， 

英1 6 % .バ シ " 3 さ％, ヒンズ" 的策ユダヤ 36% で 

あろたにもかかわら' i V とのような結来となろている

209{1025)
208(2り 24)

)iを閲され，世論は大変な盛りあがりを示したの力あっ

すこ . ，' ' ， . .. • . .
すでに，1877年時点't?. New Colaba Co. O株主達 

は 「代行制度を域簾して,取餘役会の直接の摩督と支 

配下におかれるプネ一ジャレを代嵐するために激しく 

闘った。1877年最物の闘いは不成功に終ったが.そ 

の後まもなく彼等は目的を達成したJ。こうしたタジ 

カルな変ホは例外的でほあったにせよ, • T代行人の代 

行期限，経営管理権がかなり修正され,、代行人め報酬 

の適切な様式を案出しようとする努力は多く‘のぜ多な 

形態を生み出してい0 ?こJ。と0 模索的状況に最終的 

絡着を.つけたのが， Greaveis and Cotton Co. .による', 

r会社利潤の10%」とV、う利潤宇数料形態の出現であ：

った。 園 ' •  • ■ -

r妨績業家め中で主にナグプールを本抛としていた 

J .N .タータ" は, この制度(生ま禽ギ数料一引用者)の弊 

害をみぬレていすと最初の人でi クた。彼は経営代行人 

め手数料は純利满部分にりみリンクさるぺきであると 

レて，当時あまねく般化していた生]蜜高宇敎料を廃 

止した。. . J . 3 ッ，'トンは経営代行業者.と,し- t純禾IJ 

潤の10%以上の手数料を所得し:なか力たボンペイ市で 

は最初の妨績業者であった。……ボシペイ市において 

最初にミュ一ルからワシグfc艇換したのもまた彼でも 

っ た ム 印構賀忖，偉装, 輸出業者して蓄財をかさね， 

繊維機械.各種備品資材の輸入代理店でもあったグリ 

一ヴ ズ . コ>  トン商会ほ, タ -タ 一 の ンプレス会社 

が英人技師プロ*-クスパイの英国からもも帰ったリン 

グ肋機の企業化に成許し太番手妨出に期的成果を 

収めた，庚に接するや,との新式機械の大量売込みを 

R 的とするデモンストレーションをかねて,最新式機 

械設が!iをも'0  rコゾノレト社J その他を18S3年にー举 

に起業し,ペチット一族と並ぶ大手代行人となった。 

彼等は，1876年に設* されだアシグロ，インディアソ

会社の代行人となったのが鮮績業経営に參画した最初 

であったが,この大規模な参入によってボンベイ栃後 

業界に大きな影響を及ぱすこととなった。そめ大成功 

は1Sか年代のリング革命して起業ブーム#被をさせ 

るとと' もに, この工業力を英国數品め輸入化に，む 

かわせず，中国粗糸市場へと先黨し,' 直結させたのも 

また，との英人商会であらたぃ ' 、

彼等みランカツァ製品と饒合する織布部門にぱ•^切 

参入せず* 1915年には傘下紘績全社を一括売却し,輸 

入代理店業きに回帰した。

.ところで, 彼# が利潤b 10% 手数料を導入した理由 

は何でもったか。ルシグクは, r英 国 人 J . グリ 一  

ヴズの才覚J に求めるが,主たる契機とはみなしがた 

い。 ルカッ夕では, 政代的合理挫を血肉化し，オ覚 

にみちみちていた大樓な英人経営代行人達も，ボン 

ベイと全く同質の間題をかかi ていテとからせあ1„ 

推測'されうる理由として, UUお8年 6 月現;®, 293 

方ルピーめ私込資本金, 289万ルビ-*の借入資金をも 

つ 5つも^^大規模な妨ぽ会社の相次ぐ起業に際し， t  

等自身:fo*よび廣賊 > 一力一の大量出資を勘案したとし 

ても，ポンペイの英国人コミュセティその他のf t資協 

力が必要とされたとと,{さ浙からの纖烈な生産高手数 

■料批判のもりあがりから, 生産高手数料?態セの新規 

起業，資本調達に困難が感じられたとと, . {3〉J . N *タ 

* -タ一が生産高手数料廃止の画期的前例を先鞭づ{ f t  

こと，（4)妨 績 に よ 利 i l lよりはむ'レろ，機械の輪 

入販売デモンストレーショシに重点があっだとみられ 

る会社も含まれていたことである。

リング妨機の導入は，I6番手でミュ— ル妨機の1.5 

倍，20番手で1 ,3倍の生亭増加をもたらし，この生途 

性向上は,一封度当りの付加価値比率を相対的に低下 

させ/こにもかかわらず3 バイ手熟料が継統されすここと 

は,会社経営にどり一層の鱼担ぶ加重させる途機とな

rさ.田学会雑誌_! 67巻10号 （1974年10月）
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地山は何%〉。従来, この疑f lM 提起されたととすらな，に代行人の持株が相対的にあるいは絶対的fc減少した 

く， せいぜい,インド人企業家精神の非進取性に帰さ場合の多ぐについても彼は依然として大手株主である 

れるに止った。この転化めもろ質的変化をみおとし， ；のが普通であり，最大の個人保有者ギなゥていi j 。

なる形態の変化としでし力、把揮されてこなかったかこれに対して •'個人企業的性格は非インド人)c i り 

らでぁる。 & 資去んx C 、るj f e l会社場合には，非常に稀薄でも

この転化は, 2 め:ま味ゃ代行制度の変質を内包す i , というのはレ波等ほより曳質で★範な市民の支 

る両期的変であった。刺潤手数料?^態 で は 純 利 潤 に 力 、ら集中的所有によi よりも多角的経営によ 

リンク、ふれるこふにより, r先取りJ 契機はもはや大ってより多く  © 利 を あ げ 、る欲望でもゥて補完されて 

幅ら止,揚され4 ととろとんったこと， 1つは, 利潤のいたからであを]。

10%とい.う量的太きさ力; , .は上に実証されたとおり3 さらに, ア" メダバードでは*資ネの小規模性によ 

パイ手数料に比べ質的とふいうべき格段の減額を意味り資本の収益力がボン*:<イよりも劣弱であっただめ,

しvi:からである。利潤手数料が摩寒資本蓄镜とは無矛利潤の一割手数料では，誰も代行人をひぎうげようと 

盾的形態として中小株主および先覚的企業家により欲 

迎され，他方では，この移行が容易に進展しなかった 

ことの根本的慮因が統的に理解されるのである。

利潤手数料への後行は,代行制度の本質の止揚過程 

であり，初期産業資本が具有していすこ商学•-高利貸し 

.資本的性格の仏拭過程でり，産業資本の純化過程で 

あった6 リング苹命の導入による生産力の急激な上昇 

はこのプロ.セスをはやめはした力'もをの作用は,資本 

の所有 ?̂̂造にお1^る同族支配的性格の濃淡によりH i  

ではなかった。

パーシー，ヒンズ一商グループで6 移行が錢懷であ 

った理由は，その個人所有的性格め強さあったこと 

は，次の？ . D. メへタ一め指摘からも明瞭で.もろう。

r第-^にメンバーシップの数が法的に制限されている 

未公開会社が相当数あること, 第二fこ法的に要請され 

る最低限のメンバー'ンタプのリス！̂をただ形式を充た 

しただけの公開会社で，しば!^ぱ，株式が一，：=：*の開 

係者により友人, 親類等の名義で保#されている場合

が少なくないこと，第三に,以上の範畴とは別に同一 _____________
インド人の経営代行: こ経営されている歴史の古い制度をチコとしていることである, ⑩

社のはとんど場合 , 彼等'代台人達の創業時をとおけわが国の六大約の場合には吏に激しい集中がみられ， 

>̂大A の株式保有割ネがほとんど全くざ化t ていなC、 併吞された会社は,親会社の分工場としてエ震間分業 

ことのために，会社の個人的性格を撒めている。最後. 体制に組み込まれ—中のメリットが追求されナこ。ィソ

> i (8 7 )各社の助經教ぱプ聯合助辕月# J お 6号 (明给22^10月）に付されている「孟貿府内助績織布会社H t まJ (明清 

22年 6 月調)に記載さ;h / tいる。但し原までは，， ミュ一ルとスロツスルにE 分されているため, ここでは rス ツス

ルJ を一括して*■リングJ とみなして算出した, ■
(88) S.D, Mohta, *The Indian Cotton Textile Industry* An Economic Analysis/ 1053, p »，52〜53*

(89) Ibid./ p；53. : ， ；
(90) 1889年は r孟jW府妨纖布会社HT读 J (*■月報j  第六号）1897, 1911年は Bombay Millowners' Association の年

次報巧»^?)卷末折込付まよウ> . ■ •
( 9 1 ) M，M.'.：̂6hta,...'StrU(!tUfe of .bidhiiv industries,’ .2nd'ed., 1961，PP. 349〜3 5 0 . . "
( 9 2 )たとえぱf̂ネ1職/jぽ睡社沿ホ史がf̂ 因J (•■大日本‘紘績聯1̂ 会月 |̂1雄六ぱ号4 昭细7キ:,1~20節 。

脚 鯽 さ ？日本綿業i y 195も旅〜20現  .'

は’しなかったという，資本規模力>ら < る新おな契|̂セが 

加重されていた。 .

( 2 ) 集積，集中と代行制度 

19世紀末にかけて, 経営代行制度をチコと'した勒績 

資本の集積は大ギ代行人達の下への禁中を結果しつつ 

あった。ボシペイ，ケーメダバドにつ1/、てみると, 

1889年 6月現在，，ペチ>  トー族11社，G . コットン9 

サタス-^ン一̂族 4社，I897年ではC L コツトシ8 

社，1^ッス" ン6 社，ペチット4社，さらに1911年で

は， G * コダトン8 社，i)*ダスーン8 社，V ュ！）ンボ

B . プラディ

G :コタトリ

(1911) , キュリソポイム（1931) , ペチツト (1931) 等 

の--族が完全消滅し, サ ッ ス ン 等 の 後 退 1C 对し,ビ 

ルラ，.'.カスト一ルバ-*、イ.• ラルバハイ參々，のグ.クエラ. 

ディ. マルク！).雨コ，ミュ，.么ティ.の勢力が著る.しい神長 

をポした。

インドにおける資本集中の最大の特傲は,経営代行

イム5社， F . キムプべエル 5社,{Q0)
' '5社，ベネッ ''ト.4''社等でった。.その後,-

210(1026)

経営代行制度の-^检討
•..

ドでは, これに对し-^全社■~o：場が普通でちって，一族 

.は, 新会社を設立しその経営を代行するか,代行禅 

を實収する形でまSC会社数を増加させて、，、っすこ。烤的 

には相$ に独立する各傘下全社間め問には, # i i iもな 

分業休制はみられなかったぱかり力、，サジス— ソのよ 

うに, 一^族が複数の代行会社をもつ場合すら珍しくな

集中はごく少数の一族の手所有めお端な集辕をも 

.たらすのみで，集中の経営,メリットは十分実現されな. 

かった。 翁0 染枯盛®がそめまま集中の進涉を左右 

した。， . ;

とはいえ, タ一タ ，サシズ，後のピルラ.プラザ 

.-ズのように傘下諸会社の経き代機能を集中的に管 

- f f lし統制するより合理的な镇中?^態を発展させた一族 

ももった。事業の多角化と, 杀卞会狂数の增加は,'こ 

.れら代行会社に対して被等め企業グループめ中枢組織， 

ぁすこ力、も財閥の持株会社的機能お付与★ る お っ た 。 

彼等といえども, 代行制度をチコとして支配‘管理会 

社を増加させていったために, 極営代行舍社は，しぱ 

しぱ，財闕あるいは財閥の持株会社i ：海同されてきた。 

代行会社が傘！̂会社との間および傘下会社相5：間で6  

株式, 重役の持'合と策任を指揮し,管藥する一族重配 

.め最高機関としてめ性格を強めてきた段階f c おいては 

なおさらのことでた。 ：

経営代行制度がその本質である朱り契機を止揚す 

る過程にあったにもかかわらず,. 代行組織を)るいは代 

行会社そのものが消減しなかったのは,止揚過程の進 

涉が漸であったこと , 代行制度そのものには,先 

取り契機以外の多ぐの副次的翁棒があったことに加え， 

'資本の集辕，策中にとをない，従来の諸契機を生かし 

ながら，資本集中の中枢組織としての新たな機能を,

この代行会社辑l i が 担 、はじめたからに他ならぬ。既 

存の代会社組織はぎrたな発展段階が'★める新たな機 

<能を，従来の諸ま能に重合をせつつ具備していった。 

最後に, カルカッタにねける,早熟的な集中に'ろいて

言及レておきたぃ。ととでは，早くから, 代行善；4 は 

中枢組織としての性格を睡くもっていた。• それは，ぺ 

ツガルの^ 次産品の赋存状況がポy ベイでは袖花だけ 

や っ の fc対し, 茶, ト，石炭，等々，はる 

かに豊富であり，その企業イ匕はしかも,ラシカツアと 

の競合関係にはなかっナこ。ジュート0：業ゎように原料 

がぺX ガルに限られてV、た業種では, ダシディこがら 

カルカッタへの生資本の移転が急速に実現された。 

高利?ぜiを保策した次産品開発 ‘ 加:！:等め企業機会め 

取り競#  ̂ 大手代都^ 会力V 次々と新▲あを多業

まこわたって設立し, をの代行権を，商会が管理しま 

配する# 塵で，つまり, 経富代行细度をチコとしセ，

多鼓の事業会社を傘下に収やていった。多業糖にまた 

がる柴積は，ボンベイよりもはる力、} 急嫌な集中を:も. 

とらした。より‘広筋iな-T*般からの出資を仰ぎながら择 

営支配権は一'族内にikめようとしすこ彼幾の努力は傘 

企業rロ1の株式♦重役の異常ともぃうべき持合:.兼任等 

の管理統制機能を必然化させ商会は早くからrアぺダ- 

クス . インスチィチュ- •シg ソJ tしてめ機能をも具 

備せざるをえなかったものと理解したV、。経営ift行制 

度ね: , lOTO年立法により終4：符をうたれるまでの間,

.産業資: ^の傷積集中と密接不可分の形で生成，発挺, 

変容してきたのであった。イソ ド資本菩辕の枢軸と、 

われ;2)所U である。(4啤 6月成稿〉、 ■

： : . . . . ■ ' '
〔付記j 筆者は2年 間 (1970〜7 2 )のインド滞在中, 

デリ- C D 「D C M j (インドで6番目め財湖）社史編養室 

にて，同社の# 袖な社史を新究する機会をえたが， く 

陸における勒簿業と代行制度の関係も,基本的にはボ 

ンペイ，アーメダバードと同質のものでもったこ.とを 

付記しセおきたぃ。紙個の都合丄，代#制度と努働の 

問題には全<：軸れるととがセきなかった。別稿Jこて補

完する予定セある。 '
■ . ■ •

. (ァジァ経済研究所）

注(94) S. K, BasU, pp« 49^ 50. .

( 9 5 )とのは  M  M. Mehta* Ŝtructure Of Indian Industries’ に詳細な分祈がみられる<>
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